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令和７年度 当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金 

 

寒冷地エアコン・エコキュート 
個人向け（一般住宅向け） 

 

申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この補助金は、みなさんと力を合わせ、温室効果ガスの削減に取
り組む補助金となります。 

 

令和６年度からの主な変更点 

・補助率上限額 1/2 以内（上限額 20 万円） 

・すでにエアコンが設置されている場合は対象外 

・対象は個人の一般住宅のみ（事業所への設置は補助対

象外） 
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当別町では、当別町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、地

球温暖化対策の一環として、当別町内にお住まいの方、事業所を持つ事業者
に対して、太陽光発電システム及び蓄電池、ペレット・薪ストーブ、ＺＥＨ
住宅、地中熱ヒートポンプ、寒冷地エアコン、エコキュートの設置に要する
費用の一部を、予算の範囲内で補助し、普及を図ります（寒冷地エアコン、
エコキュートは個人の方のみ）。 

また、2050年ゼロカーボンシティを目指し、化石燃料の削減と再生可能
エネルギーへのエネルギー転換を図ります。 

※環境省の脱炭素移行再エネ推進交付金 重点対策加速化事業に係る交付
金を活用しています。 
 

１．事業の概要 

当別町は、2050年ゼロカーボンを目指しており、今までの二酸化炭素排出抑制の取組

みが評価され、環境省の地域脱炭素を目指す重点対策加速化事業地域として認定されまし

た。本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金・重点対策加速化事業交

付金」を活用したものです。 

 当別町内で使われる化石燃料や電力、ガスなどのエネルギー量を、使用されるエネルギ

ー種ごとに消費量を推定すると、約8割が灯油やガソリンなどの石油製品であることがわ

かります。 

特に冬の暖房エネルギーの石油製品の使用割合を減らす工夫が必要と考えます。そこで、

灯油ストーブや灯油ボイラから、寒冷地エアコンなどのヒートポンプ機器に置き替えること

で、エネルギー転換を進めて行き、また、そのエネルギーを、太陽光発電を活用し、再生可

能エネルギーで賄うことで、化石燃料を減らしていくことが、本補助金の趣旨となります。 
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２．補助金について 

２－１．対象設備 

・寒冷地エアコン（高効率換気空調設備）  

・エコキュート（高効率給湯器） 

 

２－２．対象者 

個人の方（一般住宅に設置の方）※事業所への設置は補助対象外 

・現在、ご自宅にエアコンが設置してある場合は、補助金は受けられません。 

・過去に当該補助金（寒冷地エアコン、エコキュート）を活用した場合、同一の設備での申

請は出来ません。例えば、当該補助金を活用して寒冷地エアコンを設置したことがある場

合、補助金は受けられません。 

・当別町の税金等を滞納していないこと 

※申込時点で当別町外に住所を有している方は、現に住所を有する市町村税等を滞納して

いないこと 

・当別町暴力団排除の推進に関する条例（平成２７年当別町条例第１５号）第２条第２号に

規定する暴力団員ではない方 

・当別町に住所を有する方、及び当別町に居住する予定の方。住所を有するとは、当別町の

住民基本台帳に記録されていること 

・申込時点で当別町外に住所を有している方は、実績報告書を提出する時までに当別町に転

入する方であること 

・当別町内の一般住宅に対象設備を設置する者、又は対象設備の設置された当別町内の新築

一般住宅を購入する者 

 

２－３．交付要件 

・従来の設備に対して30％以上省CO２効果が得られるもの 

・未使用品であること（中古品は対象外とする） 

・性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等で確保されているもの 

・各種法令等に遵守した設備であること 

・設置した対象設備を当別町外に移さないこと 

・設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること 

・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領（令和５年１月１３日環地域事発第２３０

１１３１号）の重点対策加速化事業の交付要件を満たすこと 

・寒冷地エアコンは、外気温-25℃でも対応可能で、室外機に凍結防止機能が付いている

もの  

 

２－４．対象経費 

・設備本体、工事費（据付、配線、配管工事等）、その他付属設備 

・石綿工事、電力会社申請費用、撤去費等、上記に記載のもの以外は、補助対象外 

 

２－５．補助率・交付限度額・補助金額 

・補助対象経費の 1/2 以内（上限：２0 万円） 
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３．申し込み及び、申請方法 

３－１．申込書の提出について 

 受付期間内に以下の書類をゼロカーボン推進係に提出してください。 

① 受付期間 

・令和７年４月１５日（火）～ ５月15日（木） 

・窓口持込 平日の午前９時から午後５時 

・郵送申込 ５月15日（木）午後5時必着 

※郵送の場合は、受付期間内に必ずお電話にて配達されているかご確認ください。期限内

に当室に現着していない場合は、いかなる理由があっても、申し込み不可となりますの

で、ご注意ください。 

② 提出書類 

・当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金申込書 

・工事内訳の記載がある見積書の写し（見積有効期限に注意してください） 

・カタログ、仕様書等の写し（対象設備のメーカー、型式、仕様等が確認できる書類） 

③ 申し込み多数の場合 

・申し込み多数の場合は、抽選を行います。 

・抽選は、コンピュータによる抽選システムで抽選を行います。エクセルのランダム関数を

用い、無作為に乱数番号を割り当て、乱数番号の大きい順に抽選順位とし、それぞれの補

助金額が予算上限に達したところまでを当選とします。 

・抽選結果は、当選者のみ郵送にて通知予定です。お電話での返答はできませんのでご了承

ください。 

 

３－２．申し込み後の申請について（当選した場合） 

① 交付申請について 

受付期間内に以下の書類をゼロカーボン推進係に提出（窓口持込）してください。交付

申請書の記入は、別紙「交付申請書の書き方」をご確認ください。 

② 受付期間 

・令和７年５月２１日（水） ～ ６月３０日（月） 

・窓口持込 平日の午前９時から午後５時 

・郵送申請 ６月３０日（月）午後5時必着 

③ 提出書類 

・補助金交付申請書（別記様式第1号） 

・町税等の滞納がないことが確認できる書類（完納証明書） 

・内訳の記載がある見積書の写し（申し込み時と変更がなければ省略できます。） 

・カタログ、仕様書等の写し（申し込み時と変更がなければ省略できます。） 

・誓約書（別記様式第２号） 

・設置位置がわかる図面等 

・住民票 

※発行後３か月以内の申請者の住民票（３か月以内に転居してきたものについては、現

住所の住民票）。 
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３－３．交付決定について 

 申請書を受理し、審査を行った後、申請者へ補助金交付（不交付）決定通知書（別記様

式第３号）をお渡しします。事業の着手（契約・発注行為）は、通知書を受けた後に実施

してください。 

※交付決定は、補助金の交付ではありません。申請に対し、補助金を交付すべきと認 

めたことをお知らせするものです。 

※交付決定後の申請内容の変更又は廃止について 

交付決定後に内容を変更又は廃止する場合は、補助金変更（廃止）申請書（別記様式

第５号）を提出してください。後日、内容を審査し、変更後の交付決定額を記載した

補助金変更（廃止）承認書（別記様式第６号）を通知します。 

 

３－４．実績報告について 

申請者は、対象設備の設置が完了した日から30日以内又は令和７年９月３０日（火）の

いずれか早い日までに以下の書類をゼロカーボン推進係に提出（窓口持込のみ）してくだ

さい。※郵送は受け付けません。 

・補助金実績報告書（別記様式第７号） 

・対象設備の領収書の写し 

※ 申請者が支払いし、設置事業者が領収したことが確認できるもの 

・対象設備の工事内訳書の写し（納品書、請求書等） 

  ※ 設置したもの、工事の内容などの明細がわかるもの 

・振込先口座が確認できる書類（申請者本人） 

・既存設備の設置状況（本体）、型式等がわかる銘板を示す写真 

 ①既存設備本体 ②型式（年式がわかるように） 

・今回設置した状況、型式等がわかる銘板を示す写真 

① 室内に設置している機器の本体及び型式 

② 室外に設置している機器の本体及び型式 

・設置した工事店舗の記載及び申請者の記載がある対象設備の保証書の写し 

 

３－５．補助金額の確定と振込について 

実績報告による提出書類を審査した後、不備等がなければ補助金交付額確定通知書（別

記様式第８号）を送付し、申請者が指定した金融機関の口座に補助金を振込みします。 

 

４．補助金交付後について 

４－１．法定耐用年数について 

・補助金を活用して導入した各設備は、「法定耐用年数」に基づき、処分（廃棄・譲渡・

転用等）の制限を受けます。 

・法定耐用年数は、高効率空調設備、高効率給湯器は６年です。その間は廃棄や譲渡等の

処分はできません。やむを得ない状況で、廃棄や譲渡等の必要がある場合は、事前に承

認を受ける必要がありますので、ご相談ください。 

・状況に応じて処分期間が異なる可能性もありますが、各補助対象者が各設備を導入した

時点の法定耐用年数を基準とします。 
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４－２．設備導入後の定期報告について 

今回、環境省への実績値の報告等を目的として、法定耐用年数を経過するまでの間、設

置した設備等の稼働状況やエネルギー使用量など、町へのデータ等の提供を行っていただ

く場合があります。 

 

５．補助金の返還等について 

・引越等でやむを得ず途中で補助対象設備を処分する場合は、事前に町⻑の承認を受けて

いただくことになります。報告理由により、補助金を返還していただく可能性もありま

す。 

・虚偽の申請や報告を行った場合等、悪質である場合は、補助金を全額返還していただく

こともありますので、ご注意ください。 

 

６．その他 

・Ｑ＆Ａ集もあわせてご確認ください。 

 

 

 

 

 

問い合わせ・申請書等提出先 

〒０６１－０２９２ 

北海道石狩郡当別町白樺町５８番地９ 

当別町経済部ゼロカーボン推進室ゼロカーボン推進係 

電話: 0133-27-5382（補助金専用） 

E-mail：energy@town.tobetsu.hokkaido.jp 


